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はじめに

東京都地域福祉推進計画等検討委員会は，昭和62

年5月，東京都福祉局長から，東京都において「地

域福祉推進計画」を策定するにあたっての基本的な

考え方及び計画にもりこむべき要素，内容について

検討し，あわせて「東京都地域福祉振興基金」によ

る助成のあり方について検討するよう依頼を受け

た。

本委員会としては，この二つの課題について，そ

れぞれ分科会を設置して検討し，昭和63年4月，前

者については，「東京都における地域福祉推進計画

の基本的あり方について（中間のまとめ）」とし

て，後者については，「東京都地域福祉振興基金に

よる助成のあり方について」として報告した。

昭和63年6月，本委員会では，地域福祉推進計画

についての中間のまとめに寄せられた意見などをふ

まえながら，最終報告に向け検討を再開し，委員会

3回，小委員会11回，起草委員会12回と議論を重ね

てきた。

おりしも，国においても福祉関係三審議会合同企

画分科会で「今後の社会福祉のあり方について」の

審議が行われており，その動向にも注意を払いなが

ら検討してきたが，ここに結論を得たので，最終報

告とするものである。

この地域福祉推進計画を策定することの必要性に

ついては，東京都社会福祉審議会が昭和61年7月に
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答申した「東京都におけるこれからの社会福祉の総

合的な展開について」のなかで提言されたものであ

り，それに加えて，21世紀初頭の高齢社会に対応す

るため，今日改めて新たな視点にたった地域福祉の

構築が求められている。

そこで本委員会では，東京都における地域福祉を

推進するにあたっては，区市町村が策定する「区市

町村地域福祉計画」と住民が主体的に策定する「地

域福祉活動計画」及び東京都が策定する「地域福祉

推進計画」の三相の計画が整合性をもち補完しあっ

ていくことが必要であると位置づけた。そのなかで

も特に，区市町村の役割を重視し，広域的自治体と

しての東京都は「区市町村地域福祉計画」を支援

し，そのための基盤整備を行うことが必要であると

考えた。

この報告では「区市町村地域福祉計画」と「地域

福祉活動計画」についてもその枠組みを例示してい

るが，具体的策定にあたっては各策定主体がその創

意を発揮し，自主的，主体的に取り組まれることを

望むものである。

また「地域福祉推進計画」について東京都は，本

委員会の報告を十分尊重し，区市町村との密接な連

携を図りながら，幅広い都民各層の参加を待ちつつ策

定されることを期待するものである。



東京都における地域福祉推進計画のあり方について

第1章　計画の基本的考え方
一束京都における地域福祉の推進について－

1　都民生活をとりまく背景

日本の社会は，1990年代から21世紀初頭にかけて

今まで以上に大きく変化し，都民の生活にさまざま

な影響を及ぼすものと予想される。その主な特徴を

示すと次のようになる。

第一に，人口の高齢化があげられる。つまり65歳

以上人口の全体に占める割合が今後増大するばかり

でなく，その速度が他の先進諸国のそれに比べて，

きわめて急速であることである。とりわけ東京での

高齢化は都心部，区部，市部，郡部など地域差はあ

るが，今後さらに著しく進行するものと予想されて

いる。このなかで健康で意欲のある高齢人口の増加

とともに，後期高齢人口の激増などによって要介護

高齢者の出現率，絶対数はともに急激に増大する。

第二に，長寿化の進展，つまり平均余命の大きな

伸びに加え，ライフサイクルの変化などが重なり，

日本人の生活設計が人生50年型から人生80年型に変

わっていくことがあげられる。また人々の生活様式

も大きく変化し，価値観の多様化などが重なり，人

々のニードは画一的ではなく，ますますそれぞれの

個性に応じた多様なものに変化していくであろう。

第三に，情報化を始めとする技術革新，経済のソ

フト化やサービス化に伴う産業構造と就業構造の変

化があげられ，働き方の変化や雇用のミスマッチが

顕在化することが予想される。このような経済や雇

用構造の変容は，東京における経済活動を今後一層

複雑なものとし，それがさらに都市構造の変化を加

速させるであろう。このような変容が都民生活にさ

まざまな影響を与え，生活のプラス面に影響するだ

けでなく，ときには人々の福祉を損なうこともある

ことを十分認識しなければならない。

第四に，情報や交通の発展に加え，経済，文化，

科学技術の発展は国際化を著しく促進してきてい

る。これは日本人が海外で生活したり，交流したり

する機会が増大したことを意味するだけでなく，世
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界経済の拠点としての機能が増大するにつれ，束京

に多様な外国人の居住者が増えることを意味する。

この傾向はヒト，モノ，カネだけでなく，文化や情

報も含めたあらゆる面で，今後急速に進んでいくも

のと考えられる。このなかで外国人問題は東京都の

福祉にとって看過することができないものとなって

きている。

第五に，生活水準の向上，高学歴化，情報の発

展，価値観の多様化などによる消費行動の多様化が

あげられる。特に物質的な豊かさのみならず，精神

的な欲求，なかでも生活の質の向上や自己実現の欲

求が強くなり，人々の選好は大きく変化し，よく言

われるように人々のニードはモノからサービスへと

移行していくであろう。またそれは介護サービスに

みられるような福祉にかかわるニューサービスの新

たな出現を促すとともに，サービス経済化，サービ

ス社会化を加速することになり，東京はこの面でも

全国の拠点的な位置を占めるようになる。

第六に，家族構成や関係の変化に伴う家族のもつ

福祉的機能が，大きく変わることがあげられる。こ

の傾向は家族規模の小規模化や高齢者のみの世帯の

激増する東京において顕著にみられ，社会，経済の

変動や後にみる女性の社会進出などが家族による高

齢者の扶養ばかりでなく，障害者（児）の援護，児

童の保育，健全育成などの面にも影響を及ぼすこと

が考えられる。

第七に，出生児数の減少，高学歴化の進展，就業

構造の変化などにより，女性の社会参加はさらに進

み，社会のあらゆる面に女性の進出がみられるよう

になってきた。このなかで女性の社会的，経済的地

位の向上が図られ，男女平等社会の実現が現実的な

課題となってきている。このことは社会の発展に大

きくつながるが，一方では家族機能の変化とあいま

って，社会福祉のあり方に変化を生じさせている。

第八に，東京都は首都というだけでなく国際的な

金融・経済などの中心として，国内的にも国際的に

もその比重を高めてきている。このことは生活の便



益を増大させる反面，地価の高騰を招くなどさまざ

まなマイナスの彩管も現れている。特に都心部での

地価の高騰により住民が居住し続けることができな

くなり，地域の空洞化傾向が生み田され，コミュニ

ティの崩壊すら招きかねない状態が生まれている。

また用地の取得が困難なことから公共施設の整備が

遅れ，例えば特別養護老人ホーム等の地域的偏在が

生じるなど，住み慣れた地域で福祉サービスを受け

ることが難しくなってきている。

2　東京都における社会福祉の基本的方向

一高齢社会に対応した地域福祉の構築一

21世紀初虫にかけての束京都における社会福祉を

展望するにあたって，前述の社会，経活の変動を背

景にしながら，多摩地域の一部や島しょなどにみら

れる著しい高齢化の進展への対応と，本格化する都

市型の高齢社会への対応とが何よりも重要となる。

この高齢社会は活力に溢れ，人間の尊厳が十分に守

られ，人生80年のライフステージに応じて，すべて

の都民が健やかに安心できる生活を享受し，老いも

若きも，あるいは障害をもつものももたいないもの

も，平等に，ともに生きる社会として構築されるこ

とが必要である。これをキーワード的に表現するな

らば，21世紀初頭の東京における高齢社会は，活

力，健やか，豊かさ，連帯を内容とするいきいきと

した福祉社会でなければならない。

この社会の実現にあたっては，児童，青少年の心

身の健全な発達を阻害する要因が増大しているなか

で，特に児童，青少年の健全育成を図ることが重要

である。あわせてノーマリゼーションの理念の普及

．浸透のもとで，要介護者への支援を中心とする社

会福祉サービスの拡大と一般化，普遍化を図るとと

もに，より健康で意欲をもつ高齢者の経験と知識を

活用するなどの広義の福祉サービスが，社会全体の

システムのなかのサブシステムとして構築されなけ

ればならない。

この場合従来からある社会福祉サービスや制度

を，その枠組みのなかで単に量的に拡大するだけで

は不十分であり，サービスや制度のあり方を見直

し，新しい福祉ニードに対応できるよう，その仕組

みや事業連営のあり方を変革していくことが重要で

ある。またこのような社会のシステムを構築してい

くために，福祉分野にこれまで以上の大規模な資源

投人が必要とされるところから，社会福祉を政策課

題の一部門としてとらえるばかりでなく，より積極

的にとらえ，社会全体にわたる福祉的機能の充実・

強化を図ることが必要である。なおその際福祉の充

実は地域社会全体の活性化とつながるものでなけれ

ばならない。

以上のような福祉社会としての高齢社会を構築す

るにあたり，特に考慮されるべき課題のひとつは，

東京都にふさわしい地域福祉の推進を回ることであ

る。地域福祉はこれまでにもいろいろな形で展開さ

れてきている。束京都においては，1969年の「東京

都におけるコミュニティ・ケアの進展について」と

いう社会福祉審議会の答申以来，地域福祉の推進に

努力し，その後も1982年の「高齢化社会にむけての

束京都の老人福祉施策とそのあり方について」，86

年の「束京都におけるこれからの社会福祉の総合的

な展開について」などの答申を経て，地域福祉の主

要な構成部分である在宅福祉の推進を図ってきたと

ころである。そしてこれらの経験をふまえて，後述

するように地域福祉の推進が今日改めて強調される

ようになった。その場合に特に考慮しておかなけれ

ばならない新しい視点や特徴は次のとおりである。

第一は，最近の高齢化や住民の生活・意識の変化

などによって，在宅福祉の対象である要援護者が見

えにくくなりながらも拡大しつつあるという事実で

ある。ねたきりとか痴呆の状態に陥り介護を必要と

する高齢者や，高齢で虚弱であったり障害をもちか

つひとりぐらしであるなどのように，明らかに社会

的に何らかの援護を要する人々とは別に，表面的に

は自らの努力で自立した生活を営みながらも，高齢

に加え家族機能の脆弱化などにより，一時的，部分

的な社会的サービスを必要とする人々など，いろい

ろの態様をもつ人々が在宅福祉の対象になってく

る。このためにニード把握やPR広報を含む情報

提供のシステムは勿論，サービスの提供システムな

ど，これらの多様な対象を念頭において構築する必

要がでてくる。

第二に指摘しておかなければならないことは，在

宅福祉のアプローチ（接近方法）の変化である。こ

れまでの社会福祉は社会的に援護を要する人々（世

帯）の自立を図ることを目的として，全人的視点に

立つ援助を行ってきたのに対して，今日の在宅福祉
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はこのようなアプローチとともに，社会生活あるい

は日常生活のなかで生じる個々の生活ニードに着目

し，このニードの充足に力点をおいたアプローチが

拡がりはじめていることである。このために従来の

個別援肋方式とともに，ニードとサービスの調整と

結合（コーディネート）を中心とする方法などが新

たに開発される必要が生じてくる。

第三に，在宅福祉の重層化，複合化の動きであ

る。これまでの社会福祉は，社会福祉の援肋がなけ

ればその基本的生活と最低生活を維持しえない者を

選別して，行政責任でサービスの提供を因るという

選別的福祉サービスが主体をなしてきた。近年の経

済，社会の変動のなかで，このサービスはさらに重

要性を増しているが，これと同時に最近の在宅福祉

はこれらの選別的福祉サービスとあわせて，生活の

快適・便益を求めて自らの選好に基づいて必要なサ

ービスを求める選択的サービスが拡がりはじめてい

る。換言すると，いわゆる措置型の福祉サービスと

ともに，多様な契約型の福祉サービスが登場し，今

日の社会福祉はこの複合体としての特徴を強めてき

ている。

第四に，在宅福祉の多元化の動きがある。これま

での在宅福祉にかかわる施設やサービスの供給は，

主として行政責任で調達される傾向がみられたが，

福祉サービスの重層化，複合化の動きに関連して，

市場メカニズムを媒介として福祉ニードに対応する

サービスの供給が行われたり，地域住民の相互扶助

を組織化した新しいサービスの供給が登場するなど

多元化の動きが現れている。

第五に注意しておかなければならないことは，在

宅福祉の総合化の動向である。80歳台，90歳台の後

期高齢者や内部障害者を含めた重度・重症の障害者

（児）の増大，精神障害者などへの対応が緊急に求

められてきている。このことはこれまで主として医

療分野，あるいは福祉分野のみで対応してきたが，

今後は保健医療と福祉分野が連携して処遇する必要

をますます増大させるものと思われる。さらに高齢

化に対応した福祉的ケアと連動した住宅の供給が必

要とされるようになってきている。

第六に，在宅福祉と施設福祉の統合化，体系化の

動きである。これまで在宅福祉は施設福祉に対置し

てとらえられる傾向がみられたが，地域福祉の立場

から連続し相互に補完するものとしてとらえられる

ようになってきた。その意味で地域福祉の展開の課

題として，在宅福祉と連携のとれた施設整備が重要

な課題となってきている。

以上，在宅福祉を軸に今後の地域福祉の展開を見

てきたが，その展開にあたっては地域社会そのもの

が福祉を「内部化」し，「福祉化」を図ることにつ

いて特段の配慮が必要である。すなわち増加すると

予想される要援護者を社会の一員として社会のなか

に組み入れ，ともに生き，ともに生活することので

きる社会を構築することが強く求められるのであ

る。この観点から保健医療は言うに及ばず，労働，

教育，文化，住宅，生活環境の整備など，都民生活

にかかわるあらゆる行政分野において，福祉的視点

の導入と，特に要援護者と「共存」「共生」できる

住組みを開発する努力が求められる。

今日，特に東京都において地域福祉の推進が求め

られるのは，前述の社会福祉の新しい流れをふまえ

て，地域福祉の視点から社会福祉の体系を再編する

ことが必要なためである。そこでは社会福祉の一分

野あるいはアプローチのひとつとしてのコミュニテ

ィ・ケアという枠を超えて，社会福祉の目標として

の地域福祉ということが合意されることになる。す

なわち都民の生活と福祉を守り，発展を回るための

社会福祉のシステムを東京都という地域に再構築す

るとともに，すべての要援護者が地域の人々と交流

し，地域のなかで可能なかぎり生活を続けることが

できるようにすることを目標とするものである。そ

してこのために地域福祉の観点に立ち，在宅福祉サ

ービスや各種福祉施設の整備及びそのネットワーク

化を図るとともに，高齢者，障害者（児），児童な

どの社会的に援護を要する人々が，疎外され差別さ

れることなく，社会生活のあらゆる場面に参加する

機会が保障される地域社会の構築を図ることが必要

である。

このように地域福祉をとらえると，そこにはいく

つかの重要な意義が含まれている。その第一は，地

域福祉とは，既に述べてきたノーマリゼーションの

理念の普及と定着化のなかで，要援護者であっても

住み慣れた地域のなかで可能なかぎりで安全で安心

した生活をおくることができることは当然であると

いう認識に基づくものである。そしてそれは第二

に，老いも若きも，障害のあるものもないものも，

ともに平等に地域社会に生きることが普通のことで
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あるという認識にもつながるものである。これに加

えて第三に，これまでの社会福祉の拡充．発展によ

り，その制度化が著しく進み，それとともに専門分

化も進んできているが，地域住民の生活の視点から

これらの福祉サービスの総合化を図るという意味を

もつものである。そして第四に，施大化し複雑化し

てきたタテ割の社会福祉制度が，ややもすると地域

住民から遊離し始めているだけに，これらを地域社

会で組みかえることにより，再び社会福祉を地域住

民のものにしていく試みでもある。したがって地域

福祉を推進するにあたっては住民の生活により密着

した区市町村の役割が重要になってくる。

第2章　地域福祉計画の位置づけと体系

1　地域福祉計画の必要性

前述の高齢社会に対応した地域福祉を構築してい

くためには，計画は重要である（以下，地域福祉を

構築していくための計画を「地域福祉計画」とい

う。）。

やがて現実となる高齢社会において，人々に健や

かで，豊かな，より人間的な生活を保障するための

福祉水準を明らかにし，それの達成のための手だて

を示していくことが東京都における社会福祉の基本

的課題である。

そしてこの福祉水準の達成のためには，地域社会

を基盤に，住民の参加と活動に支えられた公私にわ

たる幅広い連携による福祉のシステムを構築してい

くことが必要となる。そのために，東京都，区市町

村，福祉活動の主体である住民の各レベルで，地域

の特性や実情に沿った形で目標を設定し，その目標

に向かって協働する新たな「地域福祉計画」が求め

られているのである。

これまでの社会福祉はややもすると国主導型で進

められ，加えて東京都のもつ特殊性もあって，区市

町村が自らの責任と権限で地域福祉の推進を図る点

で十分なものがあったとは言い難い。今後は区市町

村が自らの責任で「地域福祉計画」を策定し，東京

都はそれを支援する計画が必要である。

福祉のニードが多様化しつつあり，それに対応す

る形でサービスの形態だけでなく供給主体も多様化

してきているが，これらを考慮した計画が必要であ

る。このような多様なニードとサービスを組み合わ

せるためには，社会福祉活動に規制を加えつつ補助

を行うというような従来の福祉施策の推進方法だけ

では十分でない。民間の創意工夫を生かし，その自

由な活動が展開され，都民の福祉活動への参加が促

進される方法を開発するとともに，サービスの利用

が容易に行われるような福祉のネットワーク化が図

られることが必要である。そのために「地域福祉計

画」が求められる。

今後の社会福祉にとって在宅福祉の推進を中心と

する地域福祉の水準の整備は重要な課題である。こ

のためにデイサービス，ショートステイなどの在宅

福祉サービスのうち区市町村の責任で実施するもの

について社会福祉事業法に位置づけ，その安定的な

展開を保障するとともに，在宅福祉と施設福祉の一

層の連携強化が必要とされている。また介護，児童

の保育や健全育成といった家族機能を支援していく

観点も重要で，保育所などにおいて地域における育

児をはじめ児童の諸問題や家族に対する相談機能の

強化など，各種の支援対策を講ずることが必要とな

る。さらに福祉ニードの拡大，高度化のなかで，入

所施設を中心とする社会福祉施設の量的整備を図る

とともに，その質的向上を図ることも今後重要であ

る。その場合特に住み慣れた地域でこれらの施設を

利用できるような適正配置を工夫するとともに，こ

れらの施設を地域における拠点として機能できるよ

うにしていくことが大切である。このような観点か

ら，施設のあり方，運営，配置などについて再検討

し，計画的な整備を図ることが必要となってきてい

る。

高齢化に対応した住宅の整備を図るにあたって，

高齢者配慮型住宅にとどまらず，ケア付高齢者集合

住宅の必要が指摘され，特に東京都においてはシル

バーピア構想として具体化をみるようになってい

る。同じことは障害者に対する住宅対策などについ

ても指摘でき，バリアフリーの住宅の建設をはじ

め，各種の住宅の整備が求められている。また人々
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の生活はその基盤となる部分に限定しても，社会福

祉の領域を超えて構成されており，社会福祉と関連

領域の連携が不可欠である。したがって保健医療と

の連携はもちろん，住宅，労働，教育，商工業，交

通運輸，都市計画などとの連携を特に重視していく

必要があり，このための調整，連携を図る計画が必

要なのである。

現在東京都をはじめとして，大部分の区市町村

で，基本計画，実施計画などの行政計画が策定され

ており，そのなかで社会福祉は重要な分野として位

置づけられている。また区市町村の一部では，すで

に社会福祉の分野の独立した計画を策定している。

しかし最近の社会福祉の変化や，行政，各種民間団

体，住民各層が目標に向かって協働する社会福祉の

計画という視点からみれば，必ずしも十分とはいえ

ず，新たな福祉システムを構築するための計画を策

定する必要があるのである。

2　地域福祉計画の意義

前述の「地域福祉計画」の必要性に基づき「地域

福祉計画」のもつ意義をみると，次のとおりであ

る。第一に，「地域福祉計画」とは新たな福祉シス

テムを構築するための鍵となる手法として位置づけ

られる。これは新しい福祉システムの構築が多くの

資源を動員する必要があり，しかも動員した資源を

その地域社会に最も相応しい形で配置するための合

意形成が求められるからである。この場合必要とさ

れる資源の種類は多様であり，その間発と確保には

さまざまな新しい施策の導入が不可欠であり，計画

が求められるのである。

第二に，新しい福祉システムの構築には長期間を

要する。このため，このシステム構築の一貫性と継

続性を確保するためには公私の協働が不可欠であ

り，長期にわたりこの協働を活性化していくための

仕組みを明らかにするものとして計画が必要なので

ある。

第三に，新たな福祉システムを構築していくため

には，保健医療や教育，労働，住宅などの福祉関連

領域は勿論，従来社会福祉との関連が希薄と考えら

れがちであった交通，都市環境の整備などの領域と

の連携が求められ，そのための新しい組織，仕組

み，制度の開発が必要とされる。

ところで，計画は目標を達成するための合理的，

効果的手段の体系であり，合意に基づく事業，活動

の継続性を確保するものであるが，社会のあらゆる

要素，活動をすべて取り込み，正確な予測に基づい

て目標達成手段を合理的に選択するという完全な計

画は存在しない。したがって計画の策定にあたって

は，計画のもつ積極性を正しく評価するとともに，

計画そのものがもつ限界を認識することも必要であ

る。また計画だけでは社会の変化によって発生する

新しい事態に適切に対応できない可能性もある。さ

らに計画が制約となって民間の自由で柔軟な活動の

活力を否定する恐れもあるので，この点についての

配慮も必要である。

そのために状況の変化にあわせてその内容を変更

するということを考慮し，計画のローリングも必要

であろう。

3「地域福祉推進計画」「区市町村地域福祉計

画」「地域福祉活動計画」とその役割

21世紀初頭に向けての新たな福祉システムの構築

を計画的に行うには，まず第一に，東京都が行うべ

き広域的，専門的な福祉施策や福祉関連施策の続合

化を図り，その取組み，準備する目標，その目標達

成に必要な方向，内容，方法を示すとともに，後述

の区市町村地域福祉計画や地域福祉活動計画の策定

及びそれらの実施を支援する役割を果たすために東

京都が策定する「地域福祉推進計画」（以下「推進

計画）という。）が必要である。

第二に，区市町村のレベルで福祉サービスを体系

的，総合的に計画化するとともに，その区域内の地

域福祉活動計画の策定・実施を支援する「区市町村

地域福祉計画」（以下「区市町村福祉計画」とい

う。）が必要である。この計画は区市町村が策定す

るものである。

そして第三に，住民の多様な福祉活動を基盤にし

て，福祉サービスを支える住民，当事者，事業者や

関連団体，専門職などが広く協働して主体的に活動

の目標を設定し，指針を定め，実践するための「地

域福祉活動計画」（以下「住民活動計画」という。）

が必要である。

すなわち現在求められている「地域福祉計画」

は，都全域を圏域として東京都が策定する「推進計
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画」と，区市町村の策定する「区市町村福祉計

画」，及び多様な福祉活動を基盤に住民が主体的に

策定する「住民活動計画」の「三相」の計画で構成

されるものと考える。

「推進計画」と「区市町村福祉計画」の主な役割

は，将来のニードの総量を予測し，それに対応する

サービスの総量を目標として，それを計画的に整備

していくことである。これに対して「住民活動計

画」の主な役割は，住民自身を含む民間が，課題解

決のために主体的に活動することを担保することに

ある。

ところで特に「推進計画」「区市町村福祉計画」

において欠くことのできない要件としては，

①　長期的，総合的な視点

②　現状や目標を客観的に示すとともに可視性を

確保

③　公私が合意し得る望ましい役割分担の提示

④　関連領域との連携あるいは統合などの関係づ

け

⑤　計画づくりから実施に至るまでのすべての段

階における住民の参加の確保

があげられる。そしてこれらの計画は，目標，つま

り望ましい福祉水準を明示するとともに，民間サー

ビスをも視野に入れた幅広いものでなければならな

い。

4　各計画の関係

この「三相」の計画は相互に整合性を持って補完

しあう関係にあるが，地域福祉は住民に最も身近な

自治体で総合的に推進されるべきだと考えるので，

「三相」の形態で構成される計画のうち，「区市町村

福祉計画」が中心的役割を担うものとして位置づけ

られる。

ところで「区市町村福祉計画」と「推進計画」と

の関係を考える場合に，東京都の持つ特性に留意し

なければならない。それは他の道府県や大都市と異

なり，百都的機能を有し，かつ特別区制を有すると

いうことである。このために国の政治，経音別こ直結

する都の権限を超える課題を抱えるとともに，特別

区部において市の機能の一部を都が有している面が

ある。これらに加えて1000万人を超える巨大な人口

と，交通，運輸，情報などのネットワークが整備さ

れ，人の動き，物の流れ，情報の流れなど，それぞ

れの区市町村を超えた激しい動きがみられる。それ

だけに地域福祉システムの構築を「区市町村福祉計

画」だけで完結するには無理があり，隣接区市町村

との連携，「推進計画」との重複など複雑な関係が

生ずる場合も考えられる。

「区市町村福祉計画」と「住民活動計画」の関係に

ついて言及すれば，福祉サービスヤシステムが有効

に機能するためにも，また利用者のニードに人間的

ぬくもりを持って結びつけられるためにも，幅広い

インフォーマルな活動を欠かすことができない。こ

の意味から両計画の連動する関係が重要である。し

かし地域福祉活動には，前述の東京都の特性に加

え，東京都への集中度が特に高い福祉にかかわるニ

ューサービスなどの拡がりを考えると，区市町村の

範域を超えた活動も考えられ，こうした「住民活動

計画」は複数の「区市町村福祉計画」や「推進計

画」に連動することも配慮しておかなければならな

い。

このように考えると「推進計画」「区市町村福祉

計画」や「住民活動計画」を，都（広域生活圏），

区市町村（基本的生活圏），小地域（第一次生活

圏）のように三層計画としてのみとらえることはで

きない。加えて，計画策定主体も都，区市町村とい

うだけでなく，「住民活動計画」では多様な計画主

体がみられ，計画の内容も総合的，包括的なものか

ら，特定の事業，活動に重点をおくものなどの多様

性が考えられる。このように「推進計画」「区市町

村福祉計画」「住民活動計画」の機能，内容面にそ

れぞれ特徴があることから，あえて「三相」の計画

とするものである。
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第3章　地域福祉推進計画

1　計画の役割

既に述べたように，新たな視点にたつ地域福祉シ

ステムを構築するためには，東京都を区域とする

「推進計画」とともに「区市町村福祉計画」や「住

民活動計画」の策定・実施を欠かすことができな

い。「区市町村福祉計画」においては具体的なサー

ビス計画が策定．実施され，また「住民活動計画」

においては民間活動の具体的な目標が定められ実施

が図られるが，両計画の策定．実施を促進し，支援

することが「推進計画」の重要な役割である。

またその前提として東京都域での地域福祉資源が

充実される必要があり，そのためには東京都全域に

かかわる広域的，専門的な地域福祉関連施策の計画

的遂行が重要であり，これも「推進計画」の役割で

ある。

なお計画の具体性を担保するためには，その財源

の確保について特段の配慮をする必要がある。

2　目標の設定

計画は目標を達成するための方向と手順を明らか

にし，それに必要な資源の調達・配分の方式を明ら

かにするものであり，とりわけ目標の設定は重要で

ある。

新たな福祉システムを構築する「推進計画」にお

いて，その計画の目標を設定するためには，目標年

における都民生活にかかわる諸条件と，それから生

まれてくる福祉ニードを的確に予測し，人間的な生

活を保障する福祉水準を設定する必要がある。

このような福祉水準が計画の目標であるが，目標

は量的なものだけではなく，可能な限り質的要素も

加えて設定される必要がある。計画の目標が生活の

基礎的部分における人間的な生活の保障をするとと

もに，生活の質（Quality of Life）としての水準と

内容を含むものであり，これは価値観の多様化，ニ

ードの高度化などの傾向もふまえたものである。

このような生活の総合性や生活水準の質的要素を

すべて数量的な福祉指標で求めることは困難である

が，種々のニード把握の手法により将来のニード総

量を予測し，これを前提として幅広く合意を得るこ

とのできる目標を設定する必要がある。

目標値の表示は都民あたりのサービス整備量，対

象ごとのニード量を充足するサービス量などの方式

が考えられるが，そのサービスの性格に応じて適切

なものを選択すべきである。また質的な目標の記述

方式と量的な目標の記述方式は相互に補いあって都

民に理解されやすいサービス目標の定式化が可能と

なるであろう。

目標となるサービスの整備量については，全都の

総整備量と地域別整備量などによって示されること

が望ましい。この場合その数値は最高値，標準値，

最低値のような幅を設定して示すことが考えられ

る。目標設定にあたっては，都民の要望，専門家の

判断，過去の整備量のトレンド，所要資源の調達能

力などの要因を総合的に判断して示すことが望まし

い。その際その数値の算定の根拠をできるだけ明示

することが必要とされる。

いずれにせよ福祉ニードを的確に把握し，福祉水

準を設定，評価し，それらを数量的に表示するため

の福祉指標の開発が必ずしも十分でない。このため

に東京都としてもこの福祉指標の開発についての調

査研究に特段の努力を払う必要がある。

3　計画期間

この計画は人口高齢化のピーク時を展望しつつ，

長期，中期，短期の三つの期間を想定して策定する

必要がある。

4　基幹的サービス．システム

本格的な高齢社会における福祉の問題とは，単に

高齢者の問題だけではなく，すべての人間にかかわ

る問題であり，さまざまな問題が絡む複合的な問題

である。したがって東京都が策定する「推進計画」

が対象とする分野は高齢者のみならず，障害者
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（児），児童，青少年，女性など幅広く考える必要が

ある。特に児童，青少年などの健全育成の視点は重

要である。この他国際都市としての東京において

は，外国人について特段の配慮が必要となろう。

計画化にあたっては，上述の対象すべてについて

のサービス・システムをすべて含むべきであると考

えられるが，それを網羅するのではなく，特に地域

福祉の目標を設定するうえで戦略的な意義をもつと

同時に，改革的な役割をもつサービス・システムを

基幹的サービス・システムとして選定する必要があ

る。ここでいう戦略的とは，地域福祉の“かなめ”

となり具体的なサービス・システムの基本的枠組み

を規定するというものである。また改革的とは，新

たに構想される地域福祉を構築するにあたって既成

の枠組みや方法によることが困難な場合に，それら

を超えた新しいシステムの構築を図るというもので

ある。

この他に重点的なサービスヤシステムを選定する

必要がある。ここでいう重点的とは，第一に，協働

性あるいは総合性であり，他の分野や領域との接点

を組み立てる場合に基本となるサービス・システム

を意味する場合もある。第二に，波及性であり，あ

る種のサービスなりシステムが他の事業に大きく影

響を与えるものである。第三に，大規模性で，投下

すべき資金，マンパワーが施大で，その事業のため

に特別の配分を要する場合である。第四に，象徴性

であり，その計画が地域福祉の理念を明らかにし，

その普及・定着に寄与する場合である。そして第五

に，緊急性であり，住民のニードの切実さ，緊急性

に応じて選択されるものである。このようにいくつ

かの判断基準があるが，これらの基準のいくつかが

組み合わされたものをここでは重点的サービス・シ

ステムといい，「推進計画」においては，基幹的サ

ービス．システムとともにこのような重点的サービ

ス．システムを明示することが不可欠である。

東京都がどのような基幹的及び重点的サービス・

システムをどういう体系のもとに整備していくかに

ついてはいろいろの考え方があるが，地域福祉の観

点から社会福祉の再編を図るという意味で，基幹的

サービス・システムを例示すると次のとおりであ

る。
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〈1）在宅福祉及び施設の緊急整備

地域福祉の中核である在宅福祉サービスとそのネ

ットワーク化については，これまで数多くの努力が

払われてきている。しかし高齢化の急速な進展によ

る在宅福祉ニードの激増を考えるとき，これまでの

在宅福祉サービスの整備速度では極めて不十分であ

る。このために期限を定めた在宅福祉及び施設緊急

整備計画といったような対策を講じて必要な資源の

調達と配分の方式を新たに開発する必要がある。本

委員会が提案し，既に実施されている「東京都地域

福祉振興基金」はそのひとつの方策であったが，こ

の他に在宅福祉の推進のために，従来の補助，助成

の枠を超えた有効な助成策を検討する必要がある。

（2）24時間ケアシステムの確立

上記の在宅福祉の整備を図るにあたって，24時間

ケア体制の確立についても検討される必要がある。

これまでの在宅福祉サービスの多くは日中しかもウ

イーク・デイに集中している。しかし生活の終日的

性格に加え，東京のもつ24時間都市的性格を勘案す

ると，在宅福祉サービスのなかには，24時間対応が

必要なものがある。東京においては，このニードに

対応するものとして，緊急通報システムの開発と普

及を図ってきているが，この他緊急時における夜間

の受け入れなどが可能なショートステイの弾力的運

営とか，あるいは食事サービスを毎日行える体制づ

くりなども検討されてもよい。このような24時間ケ

ア，食事サービスの毎日化などの可能性の検討は基

本的には「区市町村福祉計画」や「住民活動計画」

でとりあげられるべきものであるが，これらのサー

ビスの誘導，奨励などについて「推進計画」でも検

討する必要がある。

（3）民間サービスの振興

目標水準を確保するためには，互助・共助型の非

営利民間サービスや民間企業による営利サービスを

活用することが必要となろう。これら民間サービス

の活用は，福祉ニードの普遍化，住民の価値観の多

様化や精神的欲求の増大などを背景としており，行

政サービスでは対応しにくい福祉ニードの充足を図

るという側面をもつなど，より積極的な意味をもっ

ている。民間企業による営利的なサービスについて

は，計画の目標水準を達成するために有効なサービ
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スについては，その役割を積極的に認め，良質なサ

ービスの振興を図るための方策の開発が必要とな

る。このために民間事業者の自主的組織による自主

規制や事業開発のための共同事業の推進などを図る

とともに，東京都としての独自の誘導・振興方策を

開発する必要がある。

また民間企業による営利サービスのなかにはとも

すると利潤追求のあまり，劣悪なサービスが提供さ

れ利用者が被害をこうむる事態も予想されるので，

消費者保護の視点から適切な情報の提供，消費者教

育の推進などの対策についてあわせて検討される必

要がある。

（4）新しい人権の視点に立つシステムの検討

痴呆性高齢者，重度．重症の障害者（児）の増加

に加えて，最近の児童の虐待の問題など人権にかか

わる問題は見逃すことのできないものとなってお

り，自らその権利を守り，主張することのできない

人々の権利を擁護するための配慮が必要である。こ

のため，例えば精神薄弱者対策として検討されてき

た「社会的擁護機関」の具体化が必要である。

また欧米で広く見られる「オンブズマン」制度の

ような新しい苦情処理のシステムの開発も検討する

必要がある。

（5）生活空間の整備と福祉関連機器の提供

在宅福祉サービスの推進のなかで重要な位置を占

めるのは在宅福祉の基礎的条件の整備である。特に

生活の基盤となる住宅，生活環境を含む生活空間の

整備が課題としてあげられる。また福祉関連機器の

開発と提供について対策を講ずる必要がある。これ

らの福祉関連機器の開発と普及は，公的な努力と民

間の努力が相乗的に効果を発揮する領域である。福

祉機器市場を育成し，ニードに適合した機器が必要

とする都民に供給され，さらにニードの変化に適合

した機器が提供できるようになるためには中核的な

機関としての「東京都テクニカル・エイド・センタ

ー（仮称）」の設置を検討するとともに，区市町村

との間でその機能のネットワーク化を図るよう検討

する必要がある。

（6）地域福祉にかかわる人材の開発

地域福祉推進の要は活動を担う人材の育成であ

る。とりわけ「地域福祉計画」の策定・実施を担う

人材は不十分である。行政，社会福祉協議会，民間

団体のいずれの組織においても「地域福祉計画」に

携わる人材が不足しているので，それぞれの研修シ

ステムに専門職員養成のためのシステムを導入する

ことが望まれる。

また「住民活動計画」の核として期待される社会

福祉協議会職員の資質の向上を図ることが課題であ

るので，「活動計画」の策定．実施を担当する職員

を社会福祉協議会に配置することも考えられてよ

い。

さらに在宅福祉サービスのかなめとなるホームヘ

ルパーの増員と資質の向上，あるいは地域で活動す

る民生・児童委員の増員と資質の向上，保健医療関

係者の育成も望まれるので，これらにかかわる研修

体系を確立し，充実を図ることも課題である。

このほか在宅福祉の重層化，多元化，総合化の流

れのなかで，ニードとサービスの結合やサービス相

互間の調整を図る「サービス・コーディネート」の

役割を担いうる人材の養成・確保について特段の工

夫が必要である。

（7）都民への情報提供・相談システムの開発

都民のニードにあったサービスが適切に提供され

るためには，利用しやすい十分な情報と相談のため

のネットワークがはりめぐらされる必要がある。ま

たニードの発見からサービスの提供，アフターケア

にいたる一連の過程が適切なシステムとして組み立

てられる必要がある。

このような機能は地域のレベルで整備が図られる

べきであるが，比較的遅れているため東京都は早急

にそのシステムの開発を図り，区市町村への支援を

行うことが要請される。

（8）区市町村などへの新たな支援方策の開発

広域・複合大都市としての東京の特性を考えると

き，「区市町村福祉計画」や広域にわたる「住民活

動計画」を支援する場合に，従来の補助金や助成に

よる助長，育成策の見直し，これとは異なった新し

い支援方策を開発していく必要がある。例えば過疎

地域の高齢化対策やインナーシティ問題に結びつく

特定地域の課題に対する都と区市町村の共同プロジ

ェクトの推進，区市町村などのモデル事業の普及，
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定着のための都の支援方策，区市町村で行われる広

域的かつ波及効果の高い事業に対する特別助成など

検討すべき課題は少なくない。

（9）小地域活動開発プロジェクト

在宅福祉サービス・システムの開発のために特定

小地域を対象とした実験的プロジェクトを実施し，

具体的手順や手法などを開発することも有用であ

る。したがってこれらを進めていくためには研究調

査と実践を連動させることが望ましい。また住民，

行政，社会福祉施設や団体，民生（児童）委員協議

会，社会福祉協議会などの総合的な協働システムと

して開発されることが期待される。

（10）総合的な地域福祉開発プロジェクト

モデル事業として地域を指定した総合的な地域福

祉開発プロジェクトを実施することも重要である。

それには住宅，道路，施設などのハードな計画に，

「住民活動計画」というソフトな面を組み合わせた

プログラム，保健医療と福祉の連携をすすめるため

に行政と専門性の壁を取り払った実験的プログラム

など，創意工夫を図る必要がある。

（11）「東京都地域福祉振興基金」の活用

基金がその目標を達成するために，民間資金の導

入を含めて資金量の一層の増額とその活用の柔軟性

が求められる。上記の（9）（10）のような実験的開発的プ

ロジェクトに対しても助成していくことが必要であ

る。特に福祉公社などの行政関与型サービスの設立

促進などを図るため，区市町村による援助のほかに

基金の助成対象の拡大など積極的助成を行う必要が

ある。

5　特に必要とされる重点的サービス・システ

ム

（1）在宅福祉サービスの拡充

在宅福祉の緊急整備については既に基幹的サービ

ス・システムの例として明らかにしたが，あわせて

これまで実施してきた在宅福祉サービスの一層の拡

充・充実が必要である。特に重要なものはホームヘ

ルプサービス及び訪問看護サービスの拡充である。

高齢化の進展，家族機能の変化などにより，このサ

198

－ビスの意義はますます重要なものとなっている

が，その拡充にあたっては多元的な福祉供給組織の

活用をこれまで以上に図ることが必要である。あわ

せて介護福祉士などをこの方面で活用することにつ

いて配慮する必要がある。

都市型生活様式の普及に加え，東京都のような住

宅事情を考えると，訪問型のサービスとは別に，デ

イサービス，ショートステイなどの役割が重要であ

る。また東京都は高齢者を対象とする高齢者在宅サ

ービスセンターの整備を計画的に図ることとしてい

るが，その整備を早めるとともに，障害者の利用が

可能になるよう運営方法などの開発を急ぐ必要があ

る。

在宅福祉の整備にあたっては，重度の障害をもつ

人々が地域で自立生活がおくれるようにするための

援助サービスヤシステムをどのように構築するかと

いうことに留意する必要がある。これまで家族など

による介護や援助が期待できない重度の障害者に対

しては，もっぱら施設入所で対応してきている。こ

のための施設整備は今後とも重要な課題であるが，

これとあわせてこれらの障害者を住み慣れた地域で

生活することのできる多様な地域福祉のシステムの

開発が望まれる。

（2）施設と在宅福祉の統合

地域福祉は在宅福祉と施設福祉の連携・統合を意

味している。このために，施設を地域に適正配置す

るほか，その機能をさまざまな形で開放するととも

に，その利用，費用負担などにおいて整合性を持つ

システムが必要である。このように入所施設を在宅

福祉サービスの拠点として活用することは，大都市

東京においては特に重要である。このサービスが普

及していくためには，特別養護老人ホームや老人保

健施設などの増設と適正配置が重要であり，それと

あわせて高齢者，障害者（児）などに対するショー

トステイのより柔軟な利用を促進していく必要があ

る。また障害者（児）のための通所施設の拡充．整

備，保育所，児童館などを地域の養育相談ヤー時保

育などに活用する方策などの検討も必要となる。

（3）福祉と保健医療の連携

地域福祉の展開を図るにあたって，保健医療にお

ける地域ケアとの連携が重要な課題となっているの
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で，その連携システムの開発も求められる。この点

について，東京都社会福祉審議会の答申や「東京都

保健医療計画」のなかでもその重要性が指摘されて

いる。保健医療と福祉などの各種サービスの総合的

推進を図るため実施されている「高齢者サービス総

合調整推進会議」などの場を活用して，「推進計

画」と「東京都保健医療計画」との連動についても

検討する必要がある。

（4）福祉教育・ボランティアの振興

都民の福祉への認識と理解を深めるため，福祉教

育を都民の生涯学習の体系に適切に組み込み，地域

の実態に即して多様な福祉教育が展開されるととも

に，ボランティアの振興を図ることが必要である。

このため体験を基盤にした福祉教育のプログラム開

発が重要である。特に地域福祉の確立にあたって

は，老いも若きも，障害をもつものももたいないも

のも，ともに生き，ともに生活する福祉的風土の醸

成が不可欠であり，このために都民参加による福祉

フォーラムなどの開催も検討されてよい。

（5）非営利民間団体の育成

シルバーサービスとは別に地域住民の自主性に基

づく互助・共助型の地域福祉サービスの供給組織

（自発型福祉供給組織）とか行政の支援による地域

住民の参加による在宅福祉サービスの供給（行政関

与型）などが現れている。これらの活動は，大都市

地域における連帯を生み出す一つの契機となるだけ

にその健全な発展が望まれている。なお在宅福祉の

拡がりに加え，これらのさまざまな民間組織の登場

のなかで，これらの新しい動向に対応できるように

社会福祉協議会の役割を再検討し，その活動の活性

化を図ることが必要である。

（6）福祉のまちづくり

都民の生活圏を拡大するためには，福祉のまちづ

くりが新しい福祉システムの構築と連動することが

重要である。東京都は既に「東京都における福祉の

まちづくり整備指針」を明らかにしているが，高齢

化の進展をまちづくりに反映し，その整備計画策定

のためのアセスメントシステムの開発が重要であ

る。その際施設，整備などのハード面は勿論，諸種

のサービスに加えて，人間関係，社会関係における

「あたたかさ」「やわらかさ」「共存」「共生」といっ

た価値体系を含む行動様式としての福祉文化の形成

など，ソフト面からの開発についても工夫する必要

がある。

6　計画策定の方法

「推進計画」は区市町村や郡民各層の意向を十分反

映しつつ，東京都が責任を持って策定するものであ

る。この計画の策定にあたっては，各分野の代表を

例えば計画策定委員会などに加えると同時に，計画

目標及び計画内容などの決定にあたって，公聴会，

意向調査などの手法を活用し，幅広く都民の意向を

把握することが求められる。また区市町村との十分

な連携を図るためにその積極的な参加を得ることは

当然のことである。

第4章　区市町村地域福祉計画

1　計画の役割

「区市町村福祉計画」は，区市町村において福祉の

視点から住民の健康で文化的な生活を構築するため

に，在宅福祉を基調とする地域福祉のあるべき姿を

提示するものであり，その策定主体は区市町村であ

る。

計画策定の意義としては，第一に，専門化，複雑
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化している社会福祉制度・施策について，住民によ

り身近な自治体である区市町村こそが保健医療，住

宅など関連領域との連携をもとに地域福祉として総

合化を図り，新たな福祉システムを構築する必要が

あること，第二に，在宅福祉を基調とする地域福祉

は，区市町村が主体となり地域特性に応じて展開さ

れる必要があること，第三に，区市町村では基本構

想，基本計画などに基づいて社会福祉を推進してい

るが，それらを地域福祉の視点から補強し，地域に



おける住民の福祉の実現の手だてを明らかにする必

要があることなどがあげられる。

「区市町村福祉計画」に示された地域福祉のあるべ

き姿は，区市町村において達成すべき目標を明らか

にするとともに，その目標が地域で生活する住民に

合意され，共有されるものとなることである。

したがって「区市町村福祉計画」は，その実現の

ための方策，手順などを明らかにしたものでなけれ

ばならない。

また「区市町村福祉計画」は，行政，各種民間団

体，住民など地域福祉推進にかかわるそれぞれの主

体の役割を明らかにし，達成すべき目標にむかって

協働する行動計画としての役割をもつものである。

2　計画の対象と内容

（1）計画の対象

計画の対象は，低所得者，高齢者，障害者

（児），児童，ひとり親などに力点をおくことは当然

であるが，日常生活をおくるうえでの一時的なニー

ドは誰にでも起こることであり，これに対応する必

要から地域に生活する住民すべてが対象である。

計画の対象を考えるとき，地域住民を福祉サービ

スの利用者とみなしがちであるが，策定にあたって

は在勤者や在学者のいわゆる昼間人口を構成する住

民も参加者として計画の対象として考えることが必

要である。

（2）計画の範域

計画の範域は区市町村の行政区域を対象とする。

その際人口規模の大きい区市や歴史的，地理的特性

が強い区市町村にあっては，地域を適切に区分した

地域別計画を作成することも考えられる。

東京という都市社会にあっては，生活行動圏は居

住する行政区域を越える場合が多い。しかし在宅生

活を基本におく「区市町村福祉計画」にあっては，

日常生活に近い地域で，いかに地域福祉を実現する

かの検討に力を注ぐべきである。また高齢者，障害

者（児），児童，などの行動（生活）範域などにつ

いても考慮する必要があろう。

（3）計画の構成

「区市町村福祉計画」を策定するにあたって，必要

とされる計画要素の構成を例示すると，次のように

なる。

1　計画の役割，性格

2　計画の理念，目標

3　計画の内容

①　ニードに即した施設．在宅福祉サービスの

種類と量の確保

②　保健医療など関連サービスとの連携方策

③　サービス提供組織の創出

④　サービス・コディネート機能

⑤　福祉のまちづくり

4　計画の展開

①　基本計画などや推進計画との調整

②　段階（ステージ）計画

③「住民活動計画」の支援方策

④　計画の評価システム

⑤　財源など資源の調達と配分

3　目標設定のあり方と計画期間

（1）目標設定のあり方

目標設定は，地域福祉を推進し達成すべき行動目

標の水準を全体像を示すことである。新たな視点に

たつ地域福祉システムを構築する計画での目標設定

にあたっては，目標年における住民生活にかかわる

諸条件と，そこから生じる福祉ニードを的確に予測

したうえで，人間的な生活を保障する福祉水準を設

定する必要がある。

新たな目標設定の手段としては，現行サービスの

総点検に基づくトレンドによる方式やニード調査に

基づく推計による方式，「推進計画」の目標や他区

市町村の整備水準との比較による方式など多様な方

式が考えられる。

そして目標の設定にあたっては，可視的な表現を

とることが必要であり，数量で示せる目標はできる

かぎり数量で示すことが大切であるとともに，質的

な要素を付加し，質と量の両面から設定することが

望ましい。

（2）計画期間

この計画は人口高齢化のピーク時を展望しつつ，

区市町村の実情にあわせ，長期，中期，短期の三つ

の期間を設定して策定する必要がある。
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4　計画を構成する主要な課題

新たな視点にたつ地域福祉システムを構築するた

めの「区市町村福祉計画」の策定にあたっては，住

民のライフサイクルを充分に考慮した課題に取り組

むことが必要である。盛り込まれるべき主要な課題

として区市町村の地域特性にあわせて基幹的，重点

的サービス．システムを主体的に選定しその整備を

図るなど，独自の工夫が求められる。

（1）在宅福祉の拡充に関する課題

在宅福祉サービスは，在宅生活を希望する本人や

その家族が安心して日常生活をおくることができる

水準にまで拡充が図られるべきである。このため安

心・安全性の確保，必要なときに必要な在宅福祉サ

ービスが提供される供給体制の整備，関連する領

域，特に保健医療との連携体制の確保が課題とな

る。

ア　在宅福祉サービスの拡充

日常生活のなかから発生する個々の生活ニードに

対して，地域においてその自立を支援し，充足を図

る在宅福祉サービスの充実は，住民に密着した区市

町村において特に重要である。

なかでも訪問サービスであるホームヘルプサービ

スと訪問着護サービスはその中核を占めるものであ

り，その拡充にあたっては多元的供給組織の活用が

求められる。

またデイサービスヤショートスティなどの通所サ

ービスの拡充も大切であり，後述する在宅福祉サー

ビスの拠点において効果的なサービスが提供される

よう検討していくことが望まれる。

イ　在宅福祉と施設福祉の統合，整備

在宅福祉は施設福祉と対置して考えられてきた

が，在宅福祉サービスを一層拡充するためには，そ

れぞれの機能・特性が発揮され，統合される必要が

ある。高齢者，障害者（児）等の施設の重点的な整

備を図るとともに，各種の入所施設については可能

なかぎり在宅福祉機能を付加・強化し，地域におけ

る在宅福祉サービスの拠点として整備していくこと

が求められる。特別養護老人ホームについては，特

に不足状態にある区部において重点的に整備してい

くとともに，高齢者在宅サービスセンターの併設を

促進し，デイサービス（デイホームを含む），ショ

ートステイ，ナイトケアなど，施設を活用したサー

ビスを積極的に行い，地域全体として体系的な在宅

福祉の充実を図ることが望まれる。

ウ　在宅福祉サービス供給主体の育成

行政によるサービスの充実を図ることはもとよ

り，当事者団体を含む非営利民間の在宅福祉サービ

ス提供組織によるサービスを適切に育成していくこ

とが必要である。特に区市で実施されている福祉公

社など行政関与型サービス供給組織については，区

市町村における在宅福祉サービスの総量を増やすと

いう観点から，区市町村ごとに設置することが望ま

しい。また営利団体の優良なサービスの活用につい

ても考慮する必要がある。

エ　在宅福祉サービスの拠点整備

在宅福祉を推進するには在宅福祉サービスの拠点

を設置する必要がある。この拠点の機能としては，

基本的には情報提供・相談機能，テクニカル・エイ

ド・サービス機能，食事・入浴サービス機能，訪問

サービス機能，デイホームやデイサービスなどの通

所サービス機能，サービス・コーディネート機能，

地域福祉活動支援機能などが考えられる。そしてこ

のような拠点は，できる限り生活に密着した小地域

ごとに整備する必要がある。地域には保育所，児童

館，各種福祉センターのほかに，敬老館，老人憩の

家，各種集会施設などの地域生活に密着した地域施

設が配置されている。これらの地域施設について在

宅福祉サービスの拠点としての利用可能性について

検討し，敬老館などを休館日などにデイホームとし

て使用したり，保育所や児童館に乳幼児・児童など

の一時保育機能や子育てについての相談機能を付加

．強化し，児童福祉の分野における在宅福祉サービ

スの拠点として活用を図るなど，区市町村独自の工

夫が求められる。

とりわけ高齢者在宅サービスセンターは地域にお

ける中核的な在宅福祉サービスの拠点であることか

ら，その整備の速度を速めるとともに，今後障害者

（児）を中心とする在宅サービスの拠点と連携しつ

つ障害者（児）の在宅福祉サービス機能を加えて充

実を図っていくことが望ましい。

また高齢者在宅サービスセンターは状況に応じて

終日化を図るなどその機能を充実するとともに，緊

急時の連絡システムや特別養護老人ホームなどと連
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携し，地域において24時間，365日，緊急時に対応

できる体制整備の可能性について検討することが必

要である。

オ　サービス・コーディネート・システム

福祉ニード，福祉サービスがともに多様化，複雑

化していくなかで，適切に両者を結合させるため

に，福祉事務所や保健所など関連機関との連携，サ

ービス相互間の調整，ニードに応じたサービス計画

の作成，供給，評価にいたる一貫性あるサービスの

提供を行うサービス・コーディネート機能が必要と

される。このため「在宅サービス調整チーム」など

の活用のほか，サービス・コディネートの役割をも

つ人材を適切に配置するなどの施策が望まれる。

カ　福祉と保健医療の連携システム

在宅福祉の充実にあたって，保健医療との連携の

システム化が必要である。そのためには次のような

方法が考えられる。第一は，双方の専門職が連携を

密にして訪問などの日常活動を行うとともに，ニー

ドの評価を共有すること，第二に，福祉事業と保健

事業を同一施設に組み入れた総合センターの設置，

第三に，情報の共有化である。情報の共有化は，プ

ライバシー保護の観点から留意すべき事項などがあ

るが，サービスの一貫性，総合性といった観点から

有力な方法であると考えられる。情報提供や相談活

動と連動させて，福祉保健情報システムを構築する

とより効果的である。

なお在宅療養者の増加が予想されるところであ

り，病院から在宅療養に移行できるシステムなど福

祉と保健医療の連携方策の開発は今後とも研究課題

である。また福祉と保健医療の連携システムについ

て最適な手法を開発するために，開発型モデル事業

を東京都の支援のもとに導入していくことが検討さ

れてよい。

キ　地域リハビリテーション

医療的リハビリテーションを終えた人が地域で継

続してリハビリテーションを受けられ，また在宅療

養者が地域のなかでリハビリテーションを受けられ

るような体制づくりが必要となる。また日常生活動

作訓練やレクリエーション活動を中心としたリハビ

リテーションを提供できるような体制づくりも必要

である。

（2）社会的交流の確保に関する課題

社会的な交流に欠けがちな人々への対応は，特に

重視されなければならない。本人が必要とするとき

に社会的なつながりがあるという安心感は，自立し

た生活をおくるうえでの基本条件である。通信機器

を活用した緊急時の連絡システムの整備とともに，

「話し相手」活動はより重視されなければならな

い。話し相手となり精神的な安らぎをもたらす友愛

訪問などの訪問活動はその意味で大切な活動であ

り，ボランティアや地域の人々の協力のもとに展開

されることが望まれる。また障害者（児），難病を

もつ人，精神障害者などの当事者団体には緊密な相

談や本人の立場を代弁する活動などが期待できるこ

とから，当事者団体のこのような活動を支援するこ

とが必要である。

さらに社会的に孤立している人々にとって，民生

・児童委員の訪問活動が社会的つながりの窓口とな

ることから，この面から特に重要視される必要があ

る。またホームヘルパーの派遣，デイホームなどの

人間的接触のある福祉サービスについても同様に重

要視されなければならない。

（3）情報提供や相談に関する課題

生活行動の基盤として情報のもつ役割は大きい。

サービスの利用者がサービスの自己選択や自己決定

をできるよう情報提供のあり方について格段の配慮

をはらうべきである。ことに児童の健全育成，地域

保育，家庭保育のノウハウについて情報の不足がみ

られ，また障害者（児）に加えて，後期高齢人口の

増加に伴う視力や聴力に障害をもつ人が増えてお

り，情報に対するハンディキャップの状況が顕著化

していく傾向にある。このため情報の提供にあたっ

ては，現行のPR広報のあり方に検討を加えると

ともに，文字情報ばかりでなく，音声．映像情報も

必要である。

さらに情報提供を基盤として，相談システムを総

合的かつ計画的に整備していくことは，都市生活が

広域化しつつ複雑化している現在，重要視されるべ

きである。この相談情報システムは，福祉及び関連

領域の情報の提供，相談や福祉サービスの記録など

をシステムに組み入れて整備するとともに，地域を

越える広域的な相談ニードや高度で専門的なものも

あることから，東京都における福祉情報システムと
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の連携のもとに，地域における総合的な相談情報シ

ステムの整備を進めていくことが望まれる。

また「東京都テクニカル・エイド・センター（仮

称）」との連携のもとに，福祉機器の展示や情報提

供などが可能な相談情報機能をもつことも期待され

る。

（4）福祉のまちづくりに関する課題

居住環境，生活環境の整備を図る福祉のまちづく

りは，計画的かつ重点的に取り組む必要がある。こ

れまで福祉のまちづくりは障害者（児）などの日常

行動を阻害する障害物の除去を中心にすすめられて

きたが，高齢社会を展望したときこれだけでは十分

といえない。高齢者，障害者（児），児童などが安

心して生活できる快適な生活環境の整備を促進する

ために，住宅の整備，地域環境の開発，移動手段の

確保を重視していく必要がある。あわせて福祉のま

ちづくりは福祉文化に支えられた地域づくりの面も

もつものでなければならない。

そのためには第一に，在宅福祉の基盤として住宅

の整備を図る必要があり，次の観点から充実するこ

とが重要である。

①　日常生活動作の確保，介護・看護支援のため

の住宅改造や住宅設備の整備の促進

②　住宅に困窮する高齢者，障害者（児）への住

宅供給の促進

③　ワーデン（管理人）の配置，在宅サービスセ

ンターとのネットワークなど地域で生活し続け

ることのできるシルバーピアの推進

④　③の考え方に基づく障害者（児）などに対す

るグループハウス，自立ハウスなどの多様な居

住システムの整備

第二に，居住環境，生活環境を高齢社会に適合す

る方向でつくり変えていく必要がある。高齢者，障

害者（児），児童などが安全に安心して日常生活を

おくることのできる生活環境をつくっていくととも

に，ゆとりとうるおいのある快適な地域環境に整え

ていくことが重要である。

第三に，高齢者，障害者（児）などの社会参加を

促進し，在宅サービスセンターなどの福祉．保健施

設へのアクセシビリティ（利用の利便性）の確保を

図っていくためには移動システムを体系的に整備し

ていくことが重要である。そのために①各種の外出

サービスの質量の体系的な充実，②福祉バス，福祉

タクシー，ハンディキャップ，あるいはスクールバ

スなどの一体的運行によるアクセシビリティの確

保，③公共交通機関の整備などを検討していくこと

が望まれる。

第四に，福祉文化を福祉のまちづくりの基本理念

として組み込むことが必要である。福祉文化の形成

のために留意すべき点としては，福祉教育．学習の

充実があげられる。高齢者，障害者（児）などへの

正しい知識や体験なくして福祉文化は深まらない。

このために学校教育において福祉教育を一層充実さ

せるとともに，各地域においてもライフサイクルの

節目に応じた福祉学習の機会を提供するなど，生涯

学習体系を整備する必要がある。

（5）地域福祉推進のための体制整備に関する課題

地域福祉の推進にあたっては推進体制そのものの

整備が望まれる。

第一に，「区市町村福祉計画」の策定．実施のた

めには，計画的な人材の育成と行政プロジェクトチ

ームの結成など，それに対応できる体制の整備が必

要である。

第二に，福祉ニードの把握や評価，情報の提供や

相談，日常生活に関するサービスの提供と評価，緊

急時の連絡といったサービスは生活に密接した地域

で対応することが望ましく，行政機構のあり方が検

討されるべきである。このため福祉ニードを第一次

的に受け止め，情報提供や相談を重視した機構とす

るとともに，サービス．コーディネート機能をもつ

システムを導入することなどが検討される必要があ

る。

第三に，住民の地域福祉活動が活発化，活性化す

るための支援策として，学習機会の拡充，活動の場

の提供，基金などによる資金援助，相談体制の充実

など条件整備を行う必要がある。基金については民

間資金を導入するなどその設置・拡充を図るととも

に，効果的に運営されるように配慮する必要があ

る。

さらに地域福祉を推進していくための重要な社会

資源として民生．児童委員があげられるが，その活

動の充実を図ることが望まれる。また社会福祉協議

会については，地域福祉活動を住民の立場から総合

的に推進していく地域の中核的組織であるとの認識
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のもとに，その強化を図るための特段の配慮が必要

である。

5　計画策定への住民参加

「区市町村福祉計画」の策定にあたって，計画策定

への住民参加は欠かすことができない条件である。

例えば計画策定委員会などへの参加はもとより住民

との意見交換の場を設定し，意見や要望を適切に反

映させることが必要である。特にできるかぎり小地

域での住民との意見交換，あるいは当事者団体など

との意見交換がされることが大切である。

また住民参加は計画の策定ばかりでなく，実施，

評価の段階においても確保されることが望まれる。

ことに計画の実効性を担保する意味からも，あるい

は計画のローリングを適切に行うといったことから

も計画の評価への住民参加が重要である。

住民参加にあたってはきめ細かな方策や仕組みを

考える必要がある。

第5章　地域福祉活動計画

1　計画の必要性と役割

新しい福祉システムが現実のものとなるには，福

祉が地域のなかに自然に組み込まれなければならな

い。地域のなかで日常的に福祉システムが働き，人

々のニードを充たすには，行政による福祉サービス

のほかに，住民の主体的な参加による福祉活動が必

要とされ，このような必要性はさらに強まるであろ

う。

地域福祉の実現のためには，住民の主体的，創造

的活動が発展していく必要があり，活動を組織化し

計画的に取り組むことが重要である。そのため行動

計画としての性格を強くもつ「住民活動計画」が必

要とされる。

「住民活動計画」は，住民を行政計画における客

体，利用者といった位置から，地域社会という生活

の場における主体者という位置へ転換するために重

要な役割をもつものである。

このような意味で，この計画は地域住民を中心と

して，住民生活にかかわる関係者が福祉活動を主体

的に組織化し，策定・実施するものであるととも

に，福祉課題解決のために組織的，計画的に地域福

祉活動を育成するという面ももっている。したがっ

てその策定．実施にあたっては，地域社会の福祉ニ

ードに対応し，住民が課題を主体的に判断し，目標

を設定し，指針を定め，総合的な活動の展開を図る

ことが必要となる。

「住民活動計画」における主体は住民自身である

が，地域社会における住民の抱える課題をとりあげ

計画の策定・実施にあたるのは，必ずしも個々の住

民のみに限定されるものではない。地域福祉活動の

目標を達成するために，地域における幅広い関係者

の協働を必要とするので，さまざまな福祉課題を抱

える当事者団体，社会福祉協議会，民生（児童）委

員会協議会のような地域の民間団体，社会福祉施

設，関連領域の組織，自治会，町内会，民間企業な

ども計画の担い手になりうる。

特に東京という大都市の「住民活動計画」におけ

る主体の特徴についてふれておきたい。

東京には民間企業，労働組合，大学，専門学校な

どが集中し，数多く存在する。これらは地域社会か

らは独立し，コミュニティづくりにおいても持外に

おかれていた。しかしこれらの存在は，本来地域社

会を構成するうえで欠かせないものであり，これか

らの地域福祉活動を進めるうえでは有力な担い手と

して位置づけていくことが必要である。したがって

「住民活動計画」においては，このような企業や団

体を地域社会を構成する「企業市民」，「団体市民」

と名づけて，これらが地域福祉活動の推進にあたる

ことを期待したい。

2　計画の特徴

地域福祉活動は本来的にその誕生の経過，主体，

目的，対象，方法などにより多様な形態をもつが，

今日，その抱える課題などが多様化，広域化，複雑

化していることから，活動の多様性はますます強ま
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東京都における地域福祉推進計画のあり方について

っている。こうした多様な活動を総合的，体系的，

計画的に展開していくことが「住民活動計画」の特

徴である。

また多様性をもつ活動の計画化により，活動に関

する社会的合意が形成され，多様な地域福祉活動に

一定の公共性が付与されることにもなるのである。

付与された公共性は，例えば共同募金や「東京都地

域福祉振興基金」などによる財源確保や地域社会の

他の活動との円滑な連携，各専門機関の協力などに

おいて一定の基盤整備が図られることを可能にし，

多様性をもつ活動に社会性，発展のインパクトをあ

たえることにもなる。

3　圏域の設定

地域福祉活動の圏域は，住民が一体感をもてる基

礎的生活圏から区市町村の圏域，さらに広域な圏域

までが含まれ，地域福祉活動の課題やそれに取り組

む主体の性格などに照らし多様に考えられるが，計

画の策定にあたっては一定の圏域を設定する必要が

ある。

その場合「三相」計画のなかで最も有機的連携を

求められ，かつ中心的役割を担う「区市町村福祉計

画」との関係を考慮すると，区市町村を基本圏域と

して策定することが適切であろう。ただしこのこと

は「住民活動計画」が，すべて区市町村を単位とし

て計画化されることを意味するものではない。内容

的には住民に身近な小地域を基盤にした計画づくり

をできるだけ推進することも必要であり，また個性

ある活動主体や事業活動の利用を中心につくられる

機能的，部分的な活動の計画も考えられる。これら

がモザイクのように組み込まれ，さまざまな活動が

幾重にも積み重なったものとして，区市町村圏域の

計画を考えることが望ましい。

なお東京の特性を考えると，いくつかの区市町村

圏域を含む広域の「住民活動計画」や都全域を圏域

とする計画の必要性も高いといえよう。

4　計画に含まれるべき活動

「住民活動計画」に含まれるべき主な活動として次

のようなものがあげられる。

第一に，地域住民を中心とした活動がある。計画

内容には当事者．住民が主体となった活動の促進と

住民の福祉活動への参加の場づくり，地域福祉活動

の担い手の育成と活動圏域の拡大，継続的かつ安定

した活動の促進などが含まれる。活動例としてボラ

ンティアセンターを拠点とした相談．情報活動，当

事者団体による互助活動，友愛訪問，地域助けあい

活動，ふれあい会食サービスなどがあげられる。

第二に，地域諸団体の独自の活動と各地域，組

織，関連領域との連携活動がある。そのためには福

祉資源ネットワーク化，保健医療・教育など福祉関

連領域との連携，諸団体の役割分担の合意形成など

が求められる。活動例としては痴呆性老人をかかえ

る家族の会が保健婦，医師，福祉事務所と協力して

行う相談活動，施設の専門性を生かした相談に基づ

くボランティアが行う福祉活動，郵便局などと民生

・児童委員の協力によるひとりぐらし老人みまもり

活動，薬局の協力を得て行うねたきり老人の発見．

相談なども考えられる。

第三に，「区市町村福祉計画」に対応した活動が

ある。これは地域の社会資源，サービスの充実など

「区市町村福祉計画」においてとりあげられた課題

に対応して，住民が利用者としてだけでなく主体的

にこれらの課題にかかわり，その質的向上を図るこ

とを目的とするものである。例えば「区市町村福祉

計画」において入浴サービスや食事サービスが計画

された場合，ニード把捉，配達などのさまざまな協

力活動を行うことなどが考えられる。

第四に，企業のコミュニティ活動がある。社会福

祉分野への寄附などはされているが，全体としては

コミュニティのニードに対応した企業らしい活動は

不十分であるといえよう。これまで社会がこうした

企業活動に関心を寄せていなかったということと，

その反映として地域社会のさまざまな問題に関心を

もつ企業が少なかったからにほかならない。しかし

今後，地域社会における企業活動の社会的責任が大

きくとりあげられることが十分予想される。

企業に対する地域社会の期待は，地域社会の特性

を尊重した福祉活動への具体的参加である。例えば

地域で福祉サービスを行っているボランティア団体

に，企業が従業員をボランティアとして派遣するこ

とである。そのためには企業は，コミュニティ活動

の意義と重要性を十分に理解するとともに，そのた

めの条件整備をすすめることが期待される。また企
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業は従業員のボランティア活動へも支援することも

必要である。従業員のボランティア活動は本来，活

動を行う個人の意志の問題であるが，こした従業員

個々の活動を企業が積極的に支援する取組みも必要

である。さらに地域社会における福祉活動を支援す

る広報活動，施設の提供，企業としてのノウハウの

提供など，ボランティア活動への支援も期待され

る。

5　計画のタイプ

「住民活動計画」をはじめから体系性をもつ総合的

な計画として策定することは困難であろう。組織の

強化や計画策定能力の向上，住民や関係者の参加．

協力度に応じて，長期的展望をもつ総合的な「住民

活動計画」が策定されるようになることが期待され

る

したがって「住民活動計画」は，総合的な計画が

策定される過程や計画の構成要素としての福祉分野

の活動や事業，地域などをもとに，次のような多様

なタイプの計画が考えられる。

第一は，現に地域のなかで取り組まれている活動

や事業をどのように発展させるかを計画化するもの

である。第二は，新たな活動や事業を計画化するも

のである。第三は，当事者や家族，当事者の活動に

協力している専門家やボランティアなどの意見をも

とにして，現行のサービスの評価や改善要求，新し

いサービスや必要な活動，地域住民の要望などをま

とめ，計画づくりを行うものである。第四は，小地

域段階における地域づくりのための活動である。地

域住民が中心になって，自分達の地域の活動課題を

明らかにし，地域としての活動や事業，ボランティ

ア活動，福祉教育などへの取り組みをどのように進

めていくか計画するものである。第五は，分野別の

計画である。これは区市町村段階における高齢者，

障害者（児），児童などの対象別，あるいはボラン

ティア活動，福祉教育などの活動分野ごとの計画で

ある。第六は，総合的「住民活動計画」である。福

祉のまちづくりの目標，各分野の計画，計画実施の

ための財源等諸条件の整備など上記の5タイプの計

画を組み込み総合化した計画である。

6　計画策定・実施のための組織

「住民活動計画」を策定・実施する組織としては，

住民の多様な福祉活動を基盤にし，サービス利用者

や活動の担い手である地域住民，地域とかかわる行

政や施設，関連団体などのネットワークのなかか

ら，その策定過程を通じてさまざまな組織が考えら

れる。その組織は活動の中心的担い手を核としなが

ら，地域を代表するメンバーも参加して運営される

ことが望まれる。それは「住民活動計画」への援助

のための合意形成として重要な役割を果たすもので

ある。具体的な組織としては「住民活動計画」の内

容により，例えば在宅福祉サービス推進協議会，地

域福祉活動計画策定委員会，地区別計画策定委員会

などが考えられる。

「住民活動計画」は住民や民間団体が自主的．主体

的に策定するものであるため，計画の策定主体も策

定手続きも多様なものとなるが，区市町村社会福祉

協議会が，地域福祉活動の中核機関として，個々の

「住民活動計画」づくりを支援する役割を果たすこ

とが望まれる。そのためには社会福祉協議会が小地

域段階における社会福祉協議会活動の推進方法や民

間各種組織との連携の強化方策などについて組織的

に検討することが重要である。あわせて区市町村を

単位とする「住民活動計画」の策定・実施の中心的

役割を果たすことも期待される。

7　社会福祉協議会の強化

「住民活動計画」は「区市町村福祉計画」と連携し

て計画することが期待される。その場合区市町村社

会福祉協議会が重要な役割を担うと考えられる。

区市町村社会福祉協議会は，今後多様な活動の計

画化と実施のために，①住民及び地域の諸機関，団

体に対する情報の収集・分析と共有化の取組みを進

めること，②計画策定と実施のための関係者を結集

すること，③福祉問題の調査やサービスの現状の把

握を的確に行うこと，④複雑多様なニードに対する

効果的な対応，資源の効率的な動員のための総合

的，効率的な計画を策定すること，⑤住民のニード

を制度的に組み入れること，⑥地域福祉活動の掘り

起こしや，これまでの地域福祉活動を活性化させる
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東京都における地域福祉推進計画のあり方について

ための計画づくりを行うとともに，計画化された諸

活動の実施，活動の活性化のために側面から援助し

たり，必要に応じて自らも事業，活動の中心になる

などの役割が期待される。

しかし区市町村社会福祉協議会の現状は，期待さ

れる役割とは大きなへだたりがあり，次のような問

題点が考えられる

第一は，組織の構成についてである。社会福祉協

議会は地域の各組織の参加によって構成され，その

協力，協働によって地域福祉の推進を図る役割をも

っている。しかし現状はそれにふさわしい組織とは

言い難い。そのため例えば「企業市民」「団体市

民」の参加など思い切った発想の転換も望まれる。

また区市部では多くは数十万の人口を擁する大都

市地域であることを考えると，適切な小地域段階に

おける社会福祉協議会活動の推進方法や組織のあり

方についても検討が必要であろう。

第二に，機能についてである。社会福祉協議会は

住民活動の組織化や福祉団体との連絡調整，相談，

情報，調査，企画，計画，広報，福祉教育などの機

能を基本的に持つべきだとされている。しかし組織

化や計画化の機能を発揮できる状況から乖離してい

るのが大半の社会福祉協議会の現状と言わざるを得

ない。当面「住民活動計画」を支援し推進するため

の体制づくりに最大の努力を傾注すべきである。さ

らに社会福祉協議会が担当するにふさわしい事業に

ついては積極的に開発，実施し，地域福祉の推進役

としての役割を果たすことも期待される。そのため

にも基本的事業以外は整理を図ることが望まれる。

第三に，事務刷二ついてである。各種団体や機関

などとの連携を図り協働体制をつくりだすために

は，組織化や計画化のための専門技術，福祉を中心

とした関連分野に及ぶ知識，創造性をもつ強力な事

務局なしには不可能であろう。その人材確保のため

には計画，企画部門におけるスタッフの育成にあわ

せて，各分野からの派遣職員制をとるなども検討さ

れてよい。

地域福祉の推進力を地域社会に生み出すという，

複雑で困難な業務を担うにふさわしい社会福祉協議

会となるためには，思い切った発想の転換と改革が

望まれ，その時期は今をおいてはない。それには社

会福祉協議会の自主的な取り組みが基本となるが，

関係者の協力が不可欠である。この際行政，福祉関

係者，住民などによる支援が望まれる。
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